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2013年7月23日 

京都に米軍基地いらない府民の会事務局 

    

京都府からの質問（４回目）に対する防衛省回答についての府民の会批判見解京都府からの質問（４回目）に対する防衛省回答についての府民の会批判見解京都府からの質問（４回目）に対する防衛省回答についての府民の会批判見解京都府からの質問（４回目）に対する防衛省回答についての府民の会批判見解 

 

１． 総論的意見 

 京都府から、防衛省に対して出された４回目の質問（7月8日付け）に防衛省近畿中部防

衛局名で回答（7月17日付け）があった。 

 回答は、京丹後市と京都府からの質問・追加質問に対しての「回答」をそのまま引用し

順序を入れ替えるなどのもの大半であり、防衛省が言う「検討」や米軍への「要請」・「検

討」の進捗も一切ない。防衛省・米軍の真摯な検討や調整など微塵もうかがえない回答に

ついては、不誠実である。 

 京都府の再質問・再々質問さらには今回の４回目の質問が、質問項目・内容とも繰り返

しいることについては、防衛省側の回答が質問に対して答えているのではなく、この間の

回答と同じ内容でしかなく、質問の趣旨を踏まえた回答になってないためである。文章表

現も含めて「コピーペースト」でしかない。 

 京都府と京丹後市が、繰り返し同様の質問を防衛省にしていることの重大性を、近畿中

部防衛局は認識できないのではないか。 

 近畿中部防衛局で回答不能であるのであれば、本省の責任ある部局からの明確な回答・

説明を求めるべきである。 

 

２．以下は、京都府の質問に対する防衛省近畿中部防衛局の「回答」について個別に問題

を指摘し、防衛省の見解を求めることとする。 

  

３． 京都府質問項目とその回答 

（京都府からの質問はゴチックゴチックゴチックゴチック、防衛省回答は冒頭に○、府民の会見解はゴチックゴチックゴチックゴチック） 

 

1 1 1 1 日本日本日本日本に対するメリットについてに対するメリットについてに対するメリットについてに対するメリットについて    

＜日本に対するメリット〉＜日本に対するメリット〉＜日本に対するメリット〉＜日本に対するメリット〉    

(1) TPYTPYTPYTPY----2222レーダーレーダーレーダーレーダー2222基目の配備における日本のメリットについては、基目の配備における日本のメリットについては、基目の配備における日本のメリットについては、基目の配備における日本のメリットについては、TPYTPYTPYTPY----2222レーダーのレーダーのレーダーのレーダーの

‘情報が自衛隊にリアルタイムに共有され、他のレーダーと併せ、より精密かつ確‘情報が自衛隊にリアルタイムに共有され、他のレーダーと併せ、より精密かつ確‘情報が自衛隊にリアルタイムに共有され、他のレーダーと併せ、より精密かつ確‘情報が自衛隊にリアルタイムに共有され、他のレーダーと併せ、より精密かつ確

実なミサイルの探知・追尾等が可能となり、また、複数飛来した場合でも対応が可実なミサイルの探知・追尾等が可能となり、また、複数飛来した場合でも対応が可実なミサイルの探知・追尾等が可能となり、また、複数飛来した場合でも対応が可実なミサイルの探知・追尾等が可能となり、また、複数飛来した場合でも対応が可

能となるなど、我が国の防衛力の向上に資することになると理解していますが、我能となるなど、我が国の防衛力の向上に資することになると理解していますが、我能となるなど、我が国の防衛力の向上に資することになると理解していますが、我能となるなど、我が国の防衛力の向上に資することになると理解していますが、我

が国のミサイル防衛の考え方と併せて、再度確認されたい。が国のミサイル防衛の考え方と併せて、再度確認されたい。が国のミサイル防衛の考え方と併せて、再度確認されたい。が国のミサイル防衛の考え方と併せて、再度確認されたい。    

＜経ヶ岬に配備する理由＞＜経ヶ岬に配備する理由＞＜経ヶ岬に配備する理由＞＜経ヶ岬に配備する理由＞    

（（（（2222）経ヶ岬を最適の候補地とする最大の理由と、レーダーを海岸沿いに設置す）経ヶ岬を最適の候補地とする最大の理由と、レーダーを海岸沿いに設置す）経ヶ岬を最適の候補地とする最大の理由と、レーダーを海岸沿いに設置す）経ヶ岬を最適の候補地とする最大の理由と、レーダーを海岸沿いに設置する理由る理由る理由る理由

を説明されたい。を説明されたい。を説明されたい。を説明されたい。    

 

 

近畿中部防衛局回答近畿中部防衛局回答近畿中部防衛局回答近畿中部防衛局回答    

○弾道ミサイル防衛は､我が国の安全保障にとって極めて重要な課題であり、これまで、弾

道ミサイル対処が可能な海上自衛隊の護衛艦､航空自衛隊の警戒管制レーダーやペトリオ

ットＰＡＣ－３の配備のほか､車力通信所への米軍のTPY-2レーダーの配備等必要な措置を

講じるとともに、2006年5月の「2+2」で合意されたとおり更なる弾道ミサイル防衛能力向

上のため、日米間で緊密な協議を行ってきました。 

 

意見意見意見意見    

弾道ミサイル防衛は、正確には「弾道核ミサイル防衛」＝大陸間弾道核ミサイル弾道ミサイル防衛は、正確には「弾道核ミサイル防衛」＝大陸間弾道核ミサイル弾道ミサイル防衛は、正確には「弾道核ミサイル防衛」＝大陸間弾道核ミサイル弾道ミサイル防衛は、正確には「弾道核ミサイル防衛」＝大陸間弾道核ミサイル迎撃シ迎撃シ迎撃シ迎撃シ

ステムというのが、米軍としての対応である。日本の場合は、米本土ミサイル迎撃システステムというのが、米軍としての対応である。日本の場合は、米本土ミサイル迎撃システステムというのが、米軍としての対応である。日本の場合は、米本土ミサイル迎撃システステムというのが、米軍としての対応である。日本の場合は、米本土ミサイル迎撃システ

ムとは別に「日本地域レベル」の中距離弾道ミサイル迎撃システムを米軍の助けも得て日ムとは別に「日本地域レベル」の中距離弾道ミサイル迎撃システムを米軍の助けも得て日ムとは別に「日本地域レベル」の中距離弾道ミサイル迎撃システムを米軍の助けも得て日ムとは別に「日本地域レベル」の中距離弾道ミサイル迎撃システムを米軍の助けも得て日

本独自に行うものである。もちろん、在日米軍基地があるからこそのミサイル迎撃態勢で本独自に行うものである。もちろん、在日米軍基地があるからこそのミサイル迎撃態勢で本独自に行うものである。もちろん、在日米軍基地があるからこそのミサイル迎撃態勢で本独自に行うものである。もちろん、在日米軍基地があるからこそのミサイル迎撃態勢で

あり、日本の政府機関や主要地域のミサイル迎撃態勢となる。あり、日本の政府機関や主要地域のミサイル迎撃態勢となる。あり、日本の政府機関や主要地域のミサイル迎撃態勢となる。あり、日本の政府機関や主要地域のミサイル迎撃態勢となる。    
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    政府および防衛省の回答は、意図的に米国の弾道核ミサイル防衛システムと地域レベル政府および防衛省の回答は、意図的に米国の弾道核ミサイル防衛システムと地域レベル政府および防衛省の回答は、意図的に米国の弾道核ミサイル防衛システムと地域レベル政府および防衛省の回答は、意図的に米国の弾道核ミサイル防衛システムと地域レベル

での日本の「ミサイル防衛」とを同一・同質のものとしている。での日本の「ミサイル防衛」とを同一・同質のものとしている。での日本の「ミサイル防衛」とを同一・同質のものとしている。での日本の「ミサイル防衛」とを同一・同質のものとしている。    

        

○このような中､我が国周辺の安全保障環境は依然として複雑で不確実な状況となってお

り、平成24年4月及び12月の北朝鮮によるミサイル発射では､これまでと異なり北朝鮮北西

部沿岸地域から発射が行われました。特に、12月の発射においては、事前に設定した予想

落下地域にミサイルの構成部位が落下したと考えられるほか､今般の発射等で検証された

技術により北朝鮮が長射程のミサイルを開発した場合、その射程が10,000km以上に及ぶと

考えられ、北朝鮮の弾道ミサイルの長射程化、高精度化に係る技術が進展していることが

明らかになっています。 

 

意見意見意見意見    

    北朝鮮のミサイル開発についての記述であるが、まさに長射程の弾道ミサイルこそ、米北朝鮮のミサイル開発についての記述であるが、まさに長射程の弾道ミサイルこそ、米北朝鮮のミサイル開発についての記述であるが、まさに長射程の弾道ミサイルこそ、米北朝鮮のミサイル開発についての記述であるが、まさに長射程の弾道ミサイルこそ、米

国本土へ到達することの指摘である。前項の繰り返しであるが、日本の「脅威」は、中距国本土へ到達することの指摘である。前項の繰り返しであるが、日本の「脅威」は、中距国本土へ到達することの指摘である。前項の繰り返しであるが、日本の「脅威」は、中距国本土へ到達することの指摘である。前項の繰り返しであるが、日本の「脅威」は、中距

離・戦域ミサイルであることとの区別を意図的にごまかしている。離・戦域ミサイルであることとの区別を意図的にごまかしている。離・戦域ミサイルであることとの区別を意図的にごまかしている。離・戦域ミサイルであることとの区別を意図的にごまかしている。    

    

○このような長射程の弾道ミサイルの開発・実験は、ミサイル技術全般における弾頭重量

の増加や命中精度の向上にも資すると考えられ､我が国の防衛に対しても大きな影響を与

えるものと考えています。 

○こうした我が国周辺地域の安全保障環境の変化を踏まえると、日米問でBMD能力の向上に

関して緊密に連携することが不可欠であり、日米両国政府は、弾道ミサイル防衛により万

全を期するため、日本国内に2基目のTPY-2レーダーを配備する必要があり、航空自衛隊経

ヶ岬分屯基地が、その最適な候補地であるとの結論に至ったところです。 

 

意見意見意見意見    

    一般的なミサイル技術や命中精度の指摘にすぎない。「弾道ミサイル防衛により万全を一般的なミサイル技術や命中精度の指摘にすぎない。「弾道ミサイル防衛により万全を一般的なミサイル技術や命中精度の指摘にすぎない。「弾道ミサイル防衛により万全を一般的なミサイル技術や命中精度の指摘にすぎない。「弾道ミサイル防衛により万全を

期す」とは、米国本土（ハワイ・グアムを含む）の弾道ミサイル迎撃システムの「万全を期す」とは、米国本土（ハワイ・グアムを含む）の弾道ミサイル迎撃システムの「万全を期す」とは、米国本土（ハワイ・グアムを含む）の弾道ミサイル迎撃システムの「万全を期す」とは、米国本土（ハワイ・グアムを含む）の弾道ミサイル迎撃システムの「万全を

期す」ためである。日本には、副次的にミサイルの情報が提供されるものである。期す」ためである。日本には、副次的にミサイルの情報が提供されるものである。期す」ためである。日本には、副次的にミサイルの情報が提供されるものである。期す」ためである。日本には、副次的にミサイルの情報が提供されるものである。    

    回答では「経ヶ岬分屯基地が回答では「経ヶ岬分屯基地が回答では「経ヶ岬分屯基地が回答では「経ヶ岬分屯基地が、最適な候補地」とするが、最適である説明がない。、最適な候補地」とするが、最適である説明がない。、最適な候補地」とするが、最適である説明がない。、最適な候補地」とするが、最適である説明がない。    

    

○ 航空自衛隊経ヶ岬分屯基地にTPY-2レーダーを新たに配備することにより、TPY-2レーダ

ーで得られた情報が、自衛隊のレーダー情報と合わせ、リアルタイムで日米間で共有され

ることになります。我が国に向かう弾道ミサイルに対し、弾道ミサイルの探知・追尾専用

である本レーダーが配備されることで、目標を鮮明に見分けることができるようになり、

精密かつ確実に探知・追尾し、対処することが可能になります。また、ミサイルが同時に

多数飛来する場合の追尾能力もより一層向上することとなります。このように、迎撃に必

要なミサイルの情報をより正確かつ多く得られることで､弾道ミサイルから日本を防衛す

るに際して、より万全を期すことができることとなります。 

 

意見意見意見意見    

    米軍のＴＰＹ－２レーダーの探知・追尾情報は、米軍三沢基地を経由して米本国へリン米軍のＴＰＹ－２レーダーの探知・追尾情報は、米軍三沢基地を経由して米本国へリン米軍のＴＰＹ－２レーダーの探知・追尾情報は、米軍三沢基地を経由して米本国へリン米軍のＴＰＹ－２レーダーの探知・追尾情報は、米軍三沢基地を経由して米本国へリン

クされるものである。日本は副次的に情報提供される。どのような情報が提供されるのかクされるものである。日本は副次的に情報提供される。どのような情報が提供されるのかクされるものである。日本は副次的に情報提供される。どのような情報が提供されるのかクされるものである。日本は副次的に情報提供される。どのような情報が提供されるのか

は説明されない。ミサイル目標を探知し追尾、対処することと、米本土へ向かう長距離弾は説明されない。ミサイル目標を探知し追尾、対処することと、米本土へ向かう長距離弾は説明されない。ミサイル目標を探知し追尾、対処することと、米本土へ向かう長距離弾は説明されない。ミサイル目標を探知し追尾、対処することと、米本土へ向かう長距離弾

道ミサイルである。長距離弾道ミサイルと中距離ミサイルは、その発射角度・打ち上げ速道ミサイルである。長距離弾道ミサイルと中距離ミサイルは、その発射角度・打ち上げ速道ミサイルである。長距離弾道ミサイルと中距離ミサイルは、その発射角度・打ち上げ速道ミサイルである。長距離弾道ミサイルと中距離ミサイルは、その発射角度・打ち上げ速

度、飛行ルート、度、飛行ルート、度、飛行ルート、度、飛行ルート、高度等で識別ができる。長距離弾道ミサイルの場合は、日本上空４００高度等で識別ができる。長距離弾道ミサイルの場合は、日本上空４００高度等で識別ができる。長距離弾道ミサイルの場合は、日本上空４００高度等で識別ができる。長距離弾道ミサイルの場合は、日本上空４００

㎞で日本を飛び越していく。これに対して中距離・戦域ミサイルの場合は、低い高度であ㎞で日本を飛び越していく。これに対して中距離・戦域ミサイルの場合は、低い高度であ㎞で日本を飛び越していく。これに対して中距離・戦域ミサイルの場合は、低い高度であ㎞で日本を飛び越していく。これに対して中距離・戦域ミサイルの場合は、低い高度であ

り、日本で整備されている「ミサイル防衛」システムは、中距離・戦域ミサイルの探知・り、日本で整備されている「ミサイル防衛」システムは、中距離・戦域ミサイルの探知・り、日本で整備されている「ミサイル防衛」システムは、中距離・戦域ミサイルの探知・り、日本で整備されている「ミサイル防衛」システムは、中距離・戦域ミサイルの探知・

追尾・迎撃のために整備されている。防衛白書でも、日本の弾道ミサイル防衛は、「あく追尾・迎撃のために整備されている。防衛白書でも、日本の弾道ミサイル防衛は、「あく追尾・迎撃のために整備されている。防衛白書でも、日本の弾道ミサイル防衛は、「あく追尾・迎撃のために整備されている。防衛白書でも、日本の弾道ミサイル防衛は、「あく

までも我が国を防衛することを目的とし、第三国の防衛のために用いるものではない」とまでも我が国を防衛することを目的とし、第三国の防衛のために用いるものではない」とまでも我が国を防衛することを目的とし、第三国の防衛のために用いるものではない」とまでも我が国を防衛することを目的とし、第三国の防衛のために用いるものではない」と

明記していることに留意すべきである。明記していることに留意すべきである。明記していることに留意すべきである。明記していることに留意すべきである。    

    

○防衛省においては、これまで、TPY-2レーダーの追加配備を行う候補地について、日本海
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側に存在する自衛隊施設の利用を中心に、我が国防衛上の有用性、日米協力の強化、電波

環境、レーダー設置のため十分な地積の確保可能性等、様々な観点から、米側とも協議し

つつ検討を重ねてまいりました｡ 

○その結果、航空自衛隊経ヶ岬分屯基地については、 

・我が国及び米国に飛来する弾道ミサイルの探知・追尾能力の向上を図ることが可能な

位置にあること 

・レーダー照射面（日本海側）に向かって遮断するものがなく見通しがよいこと 

・上空に航空路等がないこと 

・周囲に電波塔や放送塔などがなく電波環境がよいこと 

など、総合的に見て、弾道ミサイルの監視・追尾を行うのに適した様々な要身件を備えて

いる最適の場所であることから､追加配備の候補地として選定したものです。 

 

意見意見意見意見    

    「最適の場所」との説明自体が、消去法での説明に他ならない。候補地として報道され「最適の場所」との説明自体が、消去法での説明に他ならない。候補地として報道され「最適の場所」との説明自体が、消去法での説明に他ならない。候補地として報道され「最適の場所」との説明自体が、消去法での説明に他ならない。候補地として報道され

た福岡県芦屋、山口県萩市見島分屯地などとの説明がない。「総合的」判断が最大のくせた福岡県芦屋、山口県萩市見島分屯地などとの説明がない。「総合的」判断が最大のくせた福岡県芦屋、山口県萩市見島分屯地などとの説明がない。「総合的」判断が最大のくせた福岡県芦屋、山口県萩市見島分屯地などとの説明がない。「総合的」判断が最大のくせ

者。ミサイル飛来ルートからの合理的説明もされないままである。者。ミサイル飛来ルートからの合理的説明もされないままである。者。ミサイル飛来ルートからの合理的説明もされないままである。者。ミサイル飛来ルートからの合理的説明もされないままである。    

    

○また、経ケ岬分屯基地においては、海岸沿いにある庁舎地区と岳山の上にあるレーダー

地区がありますが、岳山のレーダー地区周辺には、TPY-2レーダー及び関連機材の配備、ま

たそれらの維持管理に必要な施設･人員を配備するために必要な平地が存在しないため、レ

ーダー地区周辺に配備することは困難と判断し､海岸沿いの庁舎地区が配備候補地として

最適と判断したものです。 

 

意見意見意見意見    

    要するに、大型トレーラーに積載したＴＰＹ－２レーダーのセットを岳山の山上にあげ要するに、大型トレーラーに積載したＴＰＹ－２レーダーのセットを岳山の山上にあげ要するに、大型トレーラーに積載したＴＰＹ－２レーダーのセットを岳山の山上にあげ要するに、大型トレーラーに積載したＴＰＹ－２レーダーのセットを岳山の山上にあげ

るのが困難であるし、再度移動するにも面倒であるとのこと。るのが困難であるし、再度移動するにも面倒であるとのこと。るのが困難であるし、再度移動するにも面倒であるとのこと。るのが困難であるし、再度移動するにも面倒であるとのこと。    

 

２２２２    危機管理対応について危機管理対応について危機管理対応について危機管理対応について    

（（（（1111）レーダーの配備により、京丹後市が標的になり府民が危険に晒されることはない）レーダーの配備により、京丹後市が標的になり府民が危険に晒されることはない）レーダーの配備により、京丹後市が標的になり府民が危険に晒されることはない）レーダーの配備により、京丹後市が標的になり府民が危険に晒されることはない

かとの懸念に対して、どのように対応されるのか。かとの懸念に対して、どのように対応されるのか。かとの懸念に対して、どのように対応されるのか。かとの懸念に対して、どのように対応されるのか。    

（（（（2222）レーダーの経ヶ岬への追加配備に当たって、自衛隊として、また、日本国として、）レーダーの経ヶ岬への追加配備に当たって、自衛隊として、また、日本国として、）レーダーの経ヶ岬への追加配備に当たって、自衛隊として、また、日本国として、）レーダーの経ヶ岬への追加配備に当たって、自衛隊として、また、日本国として、

レーダー基地に対してどういう防御体制をとられるのか。レーダー基地に対してどういう防御体制をとられるのか。レーダー基地に対してどういう防御体制をとられるのか。レーダー基地に対してどういう防御体制をとられるのか。    

①ミサイル攻撃に対する防御体制①ミサイル攻撃に対する防御体制①ミサイル攻撃に対する防御体制①ミサイル攻撃に対する防御体制    

②テロなどへの警戒・警備体制②テロなどへの警戒・警備体制②テロなどへの警戒・警備体制②テロなどへの警戒・警備体制    

③自衛隊員の警備体制（体制強化のため、増員などの対応が必要だと考えるがどうか）③自衛隊員の警備体制（体制強化のため、増員などの対応が必要だと考えるがどうか）③自衛隊員の警備体制（体制強化のため、増員などの対応が必要だと考えるがどうか）③自衛隊員の警備体制（体制強化のため、増員などの対応が必要だと考えるがどうか）    

    

○自衛隊では、他国からの攻撃を未然に防止するため、航空機や艦艇等による警戒監視活

動を常に行っており、平素から領海・領空とその周辺海空域において､常時継続的な情報収

集､警戒監視、偵察活動を行っています。 

○例えば、海上自衛隊では、哨戒機(P-3C)により、日本海を含め我が国周辺海域を航行す

る多数の船舶などの状況を監視しているほか、状況に応じて、護衛艦などを柔軟に運用し

て周辺における事態に即応できる態勢を維持しています。また、主要な海峡では､陸上自衛

隊の沿岸監視隊や海自の警備所などが24時間態勢で警戒監視活動を行っています。さらに、

航空自衛隊では、全国の28カ所あるレーダーサイトや航空機などにより、我が国とその周

辺の上空を24時間態勢で警戒しています｡領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合､

待機中の戦闘機などが緊急発進し、監視・警告などを行っています。 

○万が一、我が国への攻撃の予兆等が確認されれば、その攻撃の態様に応じて、必要な措

置をとることとしています。 

○例えば、ミサイル攻撃に対する防御については、我が国に弾道ミサイルによる攻撃の予

兆が確認された場合には､全国11カ所にはりめぐらされた弾道ミサイルを探知･追尾する自

衛隊のレーダーや米軍のTPY-2レーダーによる警戒・監視網、イージス艦や迎撃ミサイル部

隊などの展開により、我が国の防衛及び住民の方々の安全を確保するための体制をとって
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います。 

さらに、本レーダーの配備により、弾道ミサイルの精密かつ確実な探知・追尾能力がよ

り一層向上し、より万全の体制をとることができます。 

 

意見意見意見意見    

    京都府の質問は、「レーダー配備」で標的にならないか、またレーダー基地の防御態勢京都府の質問は、「レーダー配備」で標的にならないか、またレーダー基地の防御態勢京都府の質問は、「レーダー配備」で標的にならないか、またレーダー基地の防御態勢京都府の質問は、「レーダー配備」で標的にならないか、またレーダー基地の防御態勢

である。これまでの「回答」と同じ文面を再掲して説明しているのは、一般的なミサイルである。これまでの「回答」と同じ文面を再掲して説明しているのは、一般的なミサイルである。これまでの「回答」と同じ文面を再掲して説明しているのは、一般的なミサイルである。これまでの「回答」と同じ文面を再掲して説明しているのは、一般的なミサイル

防衛の内容で、回答になっていない。防衛の内容で、回答になっていない。防衛の内容で、回答になっていない。防衛の内容で、回答になっていない。    

 

○テロなどへの警戒・警備体制については、自衛隊は、テロリストや武装工作員などによ

る不法行為を含め各種事態に対応できる態勢をとっていますが、例えば、基地に対する攻

撃や不法行為のおそれが認められる場合には､基地警備要員の増員や巡回警備の強化等を

行うことにより、事態に適切に対処できるような基地警備態勢を整備しています。 

航空自衛隊では､こうした基地警備態勢の実効性を高めるために、平素から基地警備訓練

を定期的に実施しているほか、他自衛隊や米軍との共同警備訓練の実施、基地警備用装備

品の整備等、基地の警備に万全を期しております。 

また、国内の自衛隊施設や在日米軍施設・区域で大規模なテロが行われるおそれがあり、

かつ、その被害を防止するための特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の命により、

当該施設又は施設・区域の警護のために自衛隊の部隊などが出動（警護出動）することが

認められています。 

このような状況において､経ヶ岬分屯基地とTPY-2レーダーが配備される米軍施設・区域

の警備にあたっては、自衛隊と米軍が密接に連携し、警備のための増員を行うなど、必要

な対応をとります。 

○このような体制により、経ヶ岬分屯基地の防御に万全を期します。 

 

意見意見意見意見    

    これも一般的な回答であり、「京丹後市が標的」にならないのか、どう防御するかを説これも一般的な回答であり、「京丹後市が標的」にならないのか、どう防御するかを説これも一般的な回答であり、「京丹後市が標的」にならないのか、どう防御するかを説これも一般的な回答であり、「京丹後市が標的」にならないのか、どう防御するかを説

明していない。「防御に万全を期します」というが、何も説明していないに等しい。明していない。「防御に万全を期します」というが、何も説明していないに等しい。明していない。「防御に万全を期します」というが、何も説明していないに等しい。明していない。「防御に万全を期します」というが、何も説明していないに等しい。    

    なお、防衛省の京都府に対する最初の回答で、なお、防衛省の京都府に対する最初の回答で、なお、防衛省の京都府に対する最初の回答で、なお、防衛省の京都府に対する最初の回答で、「ＴＰＹ―２レーダーは、弾道ミサイル「ＴＰＹ―２レーダーは、弾道ミサイル「ＴＰＹ―２レーダーは、弾道ミサイル「ＴＰＹ―２レーダーは、弾道ミサイル

防衛システムのレーダーの１つであり、当該１つのレーダーを無効化してもシステム全の防衛システムのレーダーの１つであり、当該１つのレーダーを無効化してもシステム全の防衛システムのレーダーの１つであり、当該１つのレーダーを無効化してもシステム全の防衛システムのレーダーの１つであり、当該１つのレーダーを無効化してもシステム全の

対応能力を減殺し、弾道ミサイルの防衛に重大な支障が生じるような効果を得ることにな対応能力を減殺し、弾道ミサイルの防衛に重大な支障が生じるような効果を得ることにな対応能力を減殺し、弾道ミサイルの防衛に重大な支障が生じるような効果を得ることにな対応能力を減殺し、弾道ミサイルの防衛に重大な支障が生じるような効果を得ることにな

りません」りません」りません」りません」とあったが、米国にとっては「支障」がないにしても、京丹後市民にとっては、とあったが、米国にとっては「支障」がないにしても、京丹後市民にとっては、とあったが、米国にとっては「支障」がないにしても、京丹後市民にとっては、とあったが、米国にとっては「支障」がないにしても、京丹後市民にとっては、

重大な問題である重大な問題である重大な問題である重大な問題であると再度問題提起したい。「無効化」つまり「攻撃されて使えなくなる」と再度問題提起したい。「無効化」つまり「攻撃されて使えなくなる」と再度問題提起したい。「無効化」つまり「攻撃されて使えなくなる」と再度問題提起したい。「無効化」つまり「攻撃されて使えなくなる」

ことも想定される事態ではないのか。ことも想定される事態ではないのか。ことも想定される事態ではないのか。ことも想定される事態ではないのか。    

 

３３３３    住民等への影響及び影響に対する具体的な対応について住民等への影響及び影響に対する具体的な対応について住民等への影響及び影響に対する具体的な対応について住民等への影響及び影響に対する具体的な対応について    

＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞    

本府においても、電磁波の専門家を参与に委嘱し、参与会を開催するなどして検証を行本府においても、電磁波の専門家を参与に委嘱し、参与会を開催するなどして検証を行本府においても、電磁波の専門家を参与に委嘱し、参与会を開催するなどして検証を行本府においても、電磁波の専門家を参与に委嘱し、参与会を開催するなどして検証を行

ってきている。参与からは、立入禁止区域が「電波防護指針」の基準内で設定されればってきている。参与からは、立入禁止区域が「電波防護指針」の基準内で設定されればってきている。参与からは、立入禁止区域が「電波防護指針」の基準内で設定されればってきている。参与からは、立入禁止区域が「電波防護指針」の基準内で設定されれば

「人体等に影響は無い」等の意見をいただいているところであるが、「人体等に影響は無い」等の意見をいただいているところであるが、「人体等に影響は無い」等の意見をいただいているところであるが、「人体等に影響は無い」等の意見をいただいているところであるが、    

（（（（1111）立入禁止区域の細部については現在関係機関で検討中と回答されていますが、ど）立入禁止区域の細部については現在関係機関で検討中と回答されていますが、ど）立入禁止区域の細部については現在関係機関で検討中と回答されていますが、ど）立入禁止区域の細部については現在関係機関で検討中と回答されていますが、ど

の程度の範囲にの程度の範囲にの程度の範囲にの程度の範囲になるのか示されたい。なるのか示されたい。なるのか示されたい。なるのか示されたい。    

＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞＜電磁波の生体等への影響、立入禁止区域＞    

（（（（2222）海上やレーダーの側方及び後方を立入禁止区域に設定しないのは、サイドローブ）海上やレーダーの側方及び後方を立入禁止区域に設定しないのは、サイドローブ）海上やレーダーの側方及び後方を立入禁止区域に設定しないのは、サイドローブ）海上やレーダーの側方及び後方を立入禁止区域に設定しないのは、サイドローブ

による電磁波の影響が電波防護指針に示された指針値未満であると理解するが、それでによる電磁波の影響が電波防護指針に示された指針値未満であると理解するが、それでによる電磁波の影響が電波防護指針に示された指針値未満であると理解するが、それでによる電磁波の影響が電波防護指針に示された指針値未満であると理解するが、それで

良いか。良いか。良いか。良いか。    

(3)TPY(3)TPY(3)TPY(3)TPY----2222レーダーへ電力を供給する発電機からも電磁波が発生すると思われるが、立レーダーへ電力を供給する発電機からも電磁波が発生すると思われるが、立レーダーへ電力を供給する発電機からも電磁波が発生すると思われるが、立レーダーへ電力を供給する発電機からも電磁波が発生すると思われるが、立

入禁止区域の設定がなされないのは、電波法や電波防護指針の基準に満たないことによ入禁止区域の設定がなされないのは、電波法や電波防護指針の基準に満たないことによ入禁止区域の設定がなされないのは、電波法や電波防護指針の基準に満たないことによ入禁止区域の設定がなされないのは、電波法や電波防護指針の基準に満たないことによ

るのるのるのるの    

か。また、電気設備に関する技術基準を定める省令の基準（例えば、一般公衆が立ち入か。また、電気設備に関する技術基準を定める省令の基準（例えば、一般公衆が立ち入か。また、電気設備に関する技術基準を定める省令の基準（例えば、一般公衆が立ち入か。また、電気設備に関する技術基準を定める省令の基準（例えば、一般公衆が立ち入

り可能な箇所で、磁束密度をり可能な箇所で、磁束密度をり可能な箇所で、磁束密度をり可能な箇所で、磁束密度を200aT200aT200aT200aT以下に施設しなければならないという基準等）は守以下に施設しなければならないという基準等）は守以下に施設しなければならないという基準等）は守以下に施設しなければならないという基準等）は守

られるのか。られるのか。られるのか。られるのか。    
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＜＜＜＜電波干渉電波干渉電波干渉電波干渉＞＞＞＞    

（（（（4444）本府の参与会では、「船舶用レーダーに干渉があったとしても映像に少し影響が）本府の参与会では、「船舶用レーダーに干渉があったとしても映像に少し影響が）本府の参与会では、「船舶用レーダーに干渉があったとしても映像に少し影響が）本府の参与会では、「船舶用レーダーに干渉があったとしても映像に少し影響が

出るかもしれないが、直ぐに消える程度と思われる」との意見であったが、レーダーの出るかもしれないが、直ぐに消える程度と思われる」との意見であったが、レーダーの出るかもしれないが、直ぐに消える程度と思われる」との意見であったが、レーダーの出るかもしれないが、直ぐに消える程度と思われる」との意見であったが、レーダーの

電磁波により、テレビ、ラジオ、漁船の無線や電磁波により、テレビ、ラジオ、漁船の無線や電磁波により、テレビ、ラジオ、漁船の無線や電磁波により、テレビ、ラジオ、漁船の無線やGPSGPSGPSGPSなど、住民生活に必要な機器類へ影など、住民生活に必要な機器類へ影など、住民生活に必要な機器類へ影など、住民生活に必要な機器類へ影

響が生じないのか。また、電波干渉対策や生じた場合の対処策はどうか｡響が生じないのか。また、電波干渉対策や生じた場合の対処策はどうか｡響が生じないのか。また、電波干渉対策や生じた場合の対処策はどうか｡響が生じないのか。また、電波干渉対策や生じた場合の対処策はどうか｡    

＜＜＜＜飛行制限区域飛行制限区域飛行制限区域飛行制限区域＞＞＞＞    

（（（（5555）飛行制限区域については、日本海側に向かって半径６ＫＭの半円柱形の飛行制限）飛行制限区域については、日本海側に向かって半径６ＫＭの半円柱形の飛行制限）飛行制限区域については、日本海側に向かって半径６ＫＭの半円柱形の飛行制限）飛行制限区域については、日本海側に向かって半径６ＫＭの半円柱形の飛行制限

区域が設けられると理解していますが、そ区域が設けられると理解していますが、そ区域が設けられると理解していますが、そ区域が設けられると理解していますが、それで良いか。れで良いか。れで良いか。れで良いか。    

＜緊急時のヘリの運航＞＜緊急時のヘリの運航＞＜緊急時のヘリの運航＞＜緊急時のヘリの運航＞    

（（（（6666）ドクターヘソや海難事故救出のためのヘリの運行について、「レーダーの停波も）ドクターヘソや海難事故救出のためのヘリの運行について、「レーダーの停波も）ドクターヘソや海難事故救出のためのヘリの運行について、「レーダーの停波も）ドクターヘソや海難事故救出のためのヘリの運行について、「レーダーの停波も

含めた柔軟なヘリの運航を可能とする措置についての調整要領を米側及び関係機関と含めた柔軟なヘリの運航を可能とする措置についての調整要領を米側及び関係機関と含めた柔軟なヘリの運航を可能とする措置についての調整要領を米側及び関係機関と含めた柔軟なヘリの運航を可能とする措置についての調整要領を米側及び関係機関と

確立することを考えている」と回答されていますが、停波の要請などの必要な措置はど確立することを考えている」と回答されていますが、停波の要請などの必要な措置はど確立することを考えている」と回答されていますが、停波の要請などの必要な措置はど確立することを考えている」と回答されていますが、停波の要請などの必要な措置はど

のように行われるのか。のように行われるのか。のように行われるのか。のように行われるのか。    

＜烏への影響＞＜烏への影響＞＜烏への影響＞＜烏への影響＞    

（（（（7777）本府の参与会では、海鳥への影響について、「烏がレーダーの近傍を通過するに）本府の参与会では、海鳥への影響について、「烏がレーダーの近傍を通過するに）本府の参与会では、海鳥への影響について、「烏がレーダーの近傍を通過するに）本府の参与会では、海鳥への影響について、「烏がレーダーの近傍を通過するに

しても、通過時間が短く継続的に照射される可能性は小さいことから熱作用による影響しても、通過時間が短く継続的に照射される可能性は小さいことから熱作用による影響しても、通過時間が短く継続的に照射される可能性は小さいことから熱作用による影響しても、通過時間が短く継続的に照射される可能性は小さいことから熱作用による影響

は考えにくい」との意見であったが、海烏等への影は考えにくい」との意見であったが、海烏等への影は考えにくい」との意見であったが、海烏等への影は考えにくい」との意見であったが、海烏等への影響の有無について確認されたい。響の有無について確認されたい。響の有無について確認されたい。響の有無について確認されたい。    

＜騒音＞＜騒音＞＜騒音＞＜騒音＞    

（（（（8888）経ケ岬における防音対策について、具体的な対策を説明されたい。）経ケ岬における防音対策について、具体的な対策を説明されたい。）経ケ岬における防音対策について、具体的な対策を説明されたい。）経ケ岬における防音対策について、具体的な対策を説明されたい。    

＜＜＜＜水問題水問題水問題水問題＞＞＞＞    

（取水）（取水）（取水）（取水）    

（（（（9999）米軍基地及び自衛隊基地に必要な水の取水について、地元との調整内容も含め、）米軍基地及び自衛隊基地に必要な水の取水について、地元との調整内容も含め、）米軍基地及び自衛隊基地に必要な水の取水について、地元との調整内容も含め、）米軍基地及び自衛隊基地に必要な水の取水について、地元との調整内容も含め、

具体的にどのように対応されるのか説明されたい。また、尾和用水など、事業実施中の具体的にどのように対応されるのか説明されたい。また、尾和用水など、事業実施中の具体的にどのように対応されるのか説明されたい。また、尾和用水など、事業実施中の具体的にどのように対応されるのか説明されたい。また、尾和用水など、事業実施中の

ものに対する具体的な対応方策を説明されたい。ものに対する具体的な対応方策を説明されたい。ものに対する具体的な対応方策を説明されたい。ものに対する具体的な対応方策を説明されたい。    

＜＜＜＜水問題水問題水問題水問題＞＞＞＞    

（排水）（排水）（排水）（排水）    

(10)(10)(10)(10)用された水の排水の適正処理を具体的にどのように行うのか。用された水の排水の適正処理を具体的にどのように行うのか。用された水の排水の適正処理を具体的にどのように行うのか。用された水の排水の適正処理を具体的にどのように行うのか。    

＜＜＜＜景観問題景観問題景観問題景観問題＞＞＞＞    

（（（（11111111）配備候補地一帯は国定公園であり、）配備候補地一帯は国定公園であり、）配備候補地一帯は国定公園であり、）配備候補地一帯は国定公園であり、また、世界ジオパークにも指定されています。また、世界ジオパークにも指定されています。また、世界ジオパークにも指定されています。また、世界ジオパークにも指定されています。

景観との調和について、外柵を緑色にすることに止まらず、景観保全のための具体的な景観との調和について、外柵を緑色にすることに止まらず、景観保全のための具体的な景観との調和について、外柵を緑色にすることに止まらず、景観保全のための具体的な景観との調和について、外柵を緑色にすることに止まらず、景観保全のための具体的な

対応が必要であると考えますがどうか。対応が必要であると考えますがどうか。対応が必要であると考えますがどうか。対応が必要であると考えますがどうか。    

 

○車力通信所においては、レーダー前面百数十メートルの範囲内で立入禁止区域を設定し

ています。一方、経ヶ岬においては、レーダーを日本海に面した海面から約20mの崖上に設

置し､そこから電波を海上上空に向けて照射するため､米軍施設予定地内のレーダー前面の

崖上を立入禁止区域とすることで､関係省庁や米軍と協議を進めています。また、防衛省と

しては、崖下や海面上については､電磁波に関する安全基準上の問題はなく、現時点で、そ

うした区域を設定する必要はないものと考えています。 

○TPY-2レーダーの配備にあたっては､発電機やサイドローブによる電磁波の影響も十分考

慮し､電磁波に関する基準を踏まえることとしています。車力通信所においても、電磁波に

関する安全性が確保されていることから、レーダー前面以外には、立入禁止区域を設置し

ていないところです。 

○いずれにしましても、防衛省として、経ヶ岬分屯基地へのレーダー設置に当たり、電波

法を所管する総務省等の関係省庁と協議しながら、電磁波に関する安全基準が十分満たさ

れるよう調査・確認を行います。 

○TPY-2レーダーについては､電波干渉防止に万全を期すため、周辺の電波の使用状況を確

認した上で使用します。 

○地上波テレビ、ラジオ、携帯電話、漁船の無線やGPS等については、TPY-2レーダーの使

用するXバンド帯と異なる周波数帯を使用しているため、TPY-2レーダーによる影響はあ 

りません。 

○ただし､本レーダーが使用する電波の周波数帯に近い衛星放送については、現時点におい
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て、万が一の可能性として何らかの影響を受けることも考えられることから、TPY-2レーダ

ーを原因とした受信障害等が発生した場合には､電波障害の発生状況に応じ個別具体的に

対処措置を講ずることにより、障害の解消を図ります。 

○なお､TPY-2レーダーが配備されている青森県つがる市においては、衛星放送を含め、

TPY-2レーダーに由来する電波障害は発生していません。 

 

意見意見意見意見    

    立ち入り禁止区域を、崖上のレーダー前方だけにすることで、本当に問題ないのか、説立ち入り禁止区域を、崖上のレーダー前方だけにすることで、本当に問題ないのか、説立ち入り禁止区域を、崖上のレーダー前方だけにすることで、本当に問題ないのか、説立ち入り禁止区域を、崖上のレーダー前方だけにすることで、本当に問題ないのか、説

明と検証を求める。直下と海面上は問題ないとするが、どのような検証があったのかデー明と検証を求める。直下と海面上は問題ないとするが、どのような検証があったのかデー明と検証を求める。直下と海面上は問題ないとするが、どのような検証があったのかデー明と検証を求める。直下と海面上は問題ないとするが、どのような検証があったのかデー

タで示すべきだ。タで示すべきだ。タで示すべきだ。タで示すべきだ。    

    地上波テレビや漁船等に影響はない、地上波テレビや漁船等に影響はない、地上波テレビや漁船等に影響はない、地上波テレビや漁船等に影響はない、というが、漁船でＸバンド帯を使っている例は本というが、漁船でＸバンド帯を使っている例は本というが、漁船でＸバンド帯を使っている例は本というが、漁船でＸバンド帯を使っている例は本

当にないと確認したのか。漁船のレーダーは、Ｘバンドの周波数を使っているがどうか？当にないと確認したのか。漁船のレーダーは、Ｘバンドの周波数を使っているがどうか？当にないと確認したのか。漁船のレーダーは、Ｘバンドの周波数を使っているがどうか？当にないと確認したのか。漁船のレーダーは、Ｘバンドの周波数を使っているがどうか？    

    つがる市の場合と経ヶ岬の場合は、民家との距離が違いすぎるので、別途事前検証が必つがる市の場合と経ヶ岬の場合は、民家との距離が違いすぎるので、別途事前検証が必つがる市の場合と経ヶ岬の場合は、民家との距離が違いすぎるので、別途事前検証が必つがる市の場合と経ヶ岬の場合は、民家との距離が違いすぎるので、別途事前検証が必

要ではないか。要ではないか。要ではないか。要ではないか。    

 

○飛行制限区域については､TPY-2レーダーの電波が航空機の計器等を誤作動させる可能性

がゼロとは言えないため､航空機の安全運航に万全を期するという観点に加え､軍事上の保

全の必要性ということにも配慮し､電波照射が行われる方向を包含した上で、半径6kmの半

円柱形の形で設定することを考えています。 

○ ドクターヘリや海難事故救出のためのヘリを含む航空機が経ヶ岬の米軍施設周辺に設

定される予定の飛行制限区域を捜索又は救助のために飛行する場合に､停波を含めた必要

な措置が採られるよう、車力通信所の場合と同様、調整の枠組みを確立していきます。 

○具体的には、ドクターヘリ等の航空機の運航者が、事前に、経ヶ岬の米軍施設内の指定

部署と直接調整を行うなどの枠組みを設け、迅速・的確な対応がとれるようにします。 

 

意見意見意見意見    

    「停波」の手順について、車力の事例について言及し始めているが、具体的にどのよう「停波」の手順について、車力の事例について言及し始めているが、具体的にどのよう「停波」の手順について、車力の事例について言及し始めているが、具体的にどのよう「停波」の手順について、車力の事例について言及し始めているが、具体的にどのよう

な手順で行うのか示すべきである。緊急の場合に、必ず「停波する」との明確な約束を行な手順で行うのか示すべきである。緊急の場合に、必ず「停波する」との明確な約束を行な手順で行うのか示すべきである。緊急の場合に、必ず「停波する」との明確な約束を行な手順で行うのか示すべきである。緊急の場合に、必ず「停波する」との明確な約束を行

え。車力の事例を示しているが、文書があるのであれば、提示すべきである。え。車力の事例を示しているが、文書があるのであれば、提示すべきである。え。車力の事例を示しているが、文書があるのであれば、提示すべきである。え。車力の事例を示しているが、文書があるのであれば、提示すべきである。    

 

○「Xバンド帯｣も含めた約100キロヘルツ以上の帯域の電波は、被照射体に熱を発生させる

特性がありますが､熱による影響が生じるような高出力の電波が照射されている区域は限

定的であり、海烏を含め烏類が､そこを継続的に飛び続けるとは考えにくいため、熱による

影響はほとんど考えられません。 

 

意見意見意見意見    

    「熱による影響」だけに論点をすり替えているのではないか。電磁波が発せられること「熱による影響」だけに論点をすり替えているのではないか。電磁波が発せられること「熱による影響」だけに論点をすり替えているのではないか。電磁波が発せられること「熱による影響」だけに論点をすり替えているのではないか。電磁波が発せられること

により、ハヤブサやその他の鳥類、イルカやその他の動物、生物への影響はどうなのか。により、ハヤブサやその他の鳥類、イルカやその他の動物、生物への影響はどうなのか。により、ハヤブサやその他の鳥類、イルカやその他の動物、生物への影響はどうなのか。により、ハヤブサやその他の鳥類、イルカやその他の動物、生物への影響はどうなのか。    

電磁波が絶えず発生することにより、例えば「飛行制限区域」にハヤブサ等が近寄らなく電磁波が絶えず発生することにより、例えば「飛行制限区域」にハヤブサ等が近寄らなく電磁波が絶えず発生することにより、例えば「飛行制限区域」にハヤブサ等が近寄らなく電磁波が絶えず発生することにより、例えば「飛行制限区域」にハヤブサ等が近寄らなく

なるとかの影響はないと言えるのか。実証的な検証結果を示すべきである。なるとかの影響はないと言えるのか。実証的な検証結果を示すべきである。なるとかの影響はないと言えるのか。実証的な検証結果を示すべきである。なるとかの影響はないと言えるのか。実証的な検証結果を示すべきである。    

 

○音の距離による減衰は､音源の種類や地形など様々な条件によっても異なり、一概には言

えませんが、一般的には、音源から200～300m離れた地点で、30dB程度の減衰が得られます。 

○経ヶ岬においては､集落との距離が比較的近いといった基地の特性を踏まえ､TPY-2レー

ダーの騒音の主要要因となり得る電源の設置場所を集落から遠い場所にすることや電源に

鉄筋コンクリート製の防音壁を設置することなどにより、電源から約3Om離れた米軍施設の

境界付近においては、90dB程度から約65～70dB程度まで音が減衰し､距離が離れている集落

付近においては、さらに減衰することにはなりますが、いずれにしても、集落において今

の騒音レベルと同程度となるよう、しっかりと防音対策を実施します。 

 

(参考）騒音の目安例 

約60dB 郵便局の窓口周辺、博物館の館内 
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約5OdB 書店の店内 

約4OdB 山村の田畑、山間の戸建住宅地（昼間） 

約30dB 山間の戸建住宅地（夜間） 

出典：全国環境研協議会騒音小委員会 

 

意見意見意見意見    

    90909090㏈から㏈から㏈から㏈から30303030㏈の減衰であっても、相当やかましいのは事実。特に夜間において、㏈の減衰であっても、相当やかましいのは事実。特に夜間において、㏈の減衰であっても、相当やかましいのは事実。特に夜間において、㏈の減衰であっても、相当やかましいのは事実。特に夜間において、30303030㏈が㏈が㏈が㏈が

保てるかどうか、検証データを示すべきである。保てるかどうか、検証データを示すべきである。保てるかどうか、検証データを示すべきである。保てるかどうか、検証データを示すべきである。    

 

○防衛省としては、米側に対し、経ヶ岬周辺では水が貴重な資源であるため、地元におい

て水不足などの影響が出ないよう水の使用量を減らすべく、要請しています。 

○レーダー配備後の使用について具体的な対応策を申し上げれば、現在、自衛隊が使用し

ている落川からの取水を米側の使用と地元の用水使用に切り替え、自衛隊は宇川簡易水道

を使用するという方向で市等と調整を行っています。 

 

意見意見意見意見    

    問題は、問題は、問題は、問題は、50505050万ℓの水を一日に使用するということの説明を具体的に示さないまま、「節水万ℓの水を一日に使用するということの説明を具体的に示さないまま、「節水万ℓの水を一日に使用するということの説明を具体的に示さないまま、「節水万ℓの水を一日に使用するということの説明を具体的に示さないまま、「節水

に努めるよう」米側に「要請している」ことにある。なぜ、に努めるよう」米側に「要請している」ことにある。なぜ、に努めるよう」米側に「要請している」ことにある。なぜ、に努めるよう」米側に「要請している」ことにある。なぜ、50505050万ℓなのか説明を求める。さ万ℓなのか説明を求める。さ万ℓなのか説明を求める。さ万ℓなのか説明を求める。さ

らには、車力での実際の水使用の毎月のデータを提示すべきである。らには、車力での実際の水使用の毎月のデータを提示すべきである。らには、車力での実際の水使用の毎月のデータを提示すべきである。らには、車力での実際の水使用の毎月のデータを提示すべきである。    

    取水についても、提示されている「自衛隊が使用している落川から取水についても、提示されている「自衛隊が使用している落川から取水についても、提示されている「自衛隊が使用している落川から取水についても、提示されている「自衛隊が使用している落川からの取水を米側の使用」の取水を米側の使用」の取水を米側の使用」の取水を米側の使用」

というやり方自体が姑息である。見かけ上は、新たな取水は米軍専用レーダー基地で生じというやり方自体が姑息である。見かけ上は、新たな取水は米軍専用レーダー基地で生じというやり方自体が姑息である。見かけ上は、新たな取水は米軍専用レーダー基地で生じというやり方自体が姑息である。見かけ上は、新たな取水は米軍専用レーダー基地で生じ

ないことにして、自衛隊が新たに「宇川簡易水道」から取水するすり替え論法である。ないことにして、自衛隊が新たに「宇川簡易水道」から取水するすり替え論法である。ないことにして、自衛隊が新たに「宇川簡易水道」から取水するすり替え論法である。ないことにして、自衛隊が新たに「宇川簡易水道」から取水するすり替え論法である。    

 

○こうした方向性については、市及び地元から一定のご理解が得られたと承知しておりま

す。 

 

意見意見意見意見    

    上述のように、すり替え論法だ。上述のように、すり替え論法だ。上述のように、すり替え論法だ。上述のように、すり替え論法だ。    

 

○なお、尾和用水については、レーダー配備後においても、実施中の事業の目的を達成す

るよう、防衛省としても周辺環境整備法による助成事業として、今後、具体的に市等と調

整します。 

 

意見意見意見意見    

    これも、上述のようにすり替えであるが、このことで「周辺環境整備法による助成事業」これも、上述のようにすり替えであるが、このことで「周辺環境整備法による助成事業」これも、上述のようにすり替えであるが、このことで「周辺環境整備法による助成事業」これも、上述のようにすり替えであるが、このことで「周辺環境整備法による助成事業」

の適用を可能とする狙いではないかとの疑念を指摘しておく。官庁が得意とする、使用目の適用を可能とする狙いではないかとの疑念を指摘しておく。官庁が得意とする、使用目の適用を可能とする狙いではないかとの疑念を指摘しておく。官庁が得意とする、使用目の適用を可能とする狙いではないかとの疑念を指摘しておく。官庁が得意とする、使用目

的の流用にならないのか、説明を求める。的の流用にならないのか、説明を求める。的の流用にならないのか、説明を求める。的の流用にならないのか、説明を求める。    

 

○米側による排水処理については、温水や汚水の処理を含め、周辺環境への影響がないよ

う、市の意向を十分踏まえ、適切に対応します。 

 

意見意見意見意見    

    車力での処理の実例を説明すべきである。一般的な回答で、「適切に対応します」では、車力での処理の実例を説明すべきである。一般的な回答で、「適切に対応します」では、車力での処理の実例を説明すべきである。一般的な回答で、「適切に対応します」では、車力での処理の実例を説明すべきである。一般的な回答で、「適切に対応します」では、

回答にならない。具体的な処理方法を提示せよ！回答にならない。具体的な処理方法を提示せよ！回答にならない。具体的な処理方法を提示せよ！回答にならない。具体的な処理方法を提示せよ！    

 

○TPY-2レーダーの配置にあたっては､経ヶ岬周辺の観光資源や穴文殊への参拝客などに影

響が出ないよう、景観等に最大限の配慮をするよう米側に申入れています。 

 

意見意見意見意見    

    レーダー基地そのものが観光資源や参拝客に影響を与えることについて、認識がない！レーダー基地そのものが観光資源や参拝客に影響を与えることについて、認識がない！レーダー基地そのものが観光資源や参拝客に影響を与えることについて、認識がない！レーダー基地そのものが観光資源や参拝客に影響を与えることについて、認識がない！

九品寺を参拝する参拝者は、お寺の裏側に鎮座する米軍専用レーダー基地を結果として「拝九品寺を参拝する参拝者は、お寺の裏側に鎮座する米軍専用レーダー基地を結果として「拝九品寺を参拝する参拝者は、お寺の裏側に鎮座する米軍専用レーダー基地を結果として「拝九品寺を参拝する参拝者は、お寺の裏側に鎮座する米軍専用レーダー基地を結果として「拝

む」ことになるのではないか。バチあたりもはなばなしい。日本環境管理基準にある「宗む」ことになるのではないか。バチあたりもはなばなしい。日本環境管理基準にある「宗む」ことになるのではないか。バチあたりもはなばなしい。日本環境管理基準にある「宗む」ことになるのではないか。バチあたりもはなばなしい。日本環境管理基準にある「宗
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教的対象」に関わる重大問題である。教的対象」に関わる重大問題である。教的対象」に関わる重大問題である。教的対象」に関わる重大問題である。    

    また、海上から「穴文殊を参拝」する場合には、穴文殊の真上に米軍専用レーダー基地また、海上から「穴文殊を参拝」する場合には、穴文殊の真上に米軍専用レーダー基地また、海上から「穴文殊を参拝」する場合には、穴文殊の真上に米軍専用レーダー基地また、海上から「穴文殊を参拝」する場合には、穴文殊の真上に米軍専用レーダー基地

が「鎮座」するようにしか見えない！が「鎮座」するようにしか見えない！が「鎮座」するようにしか見えない！が「鎮座」するようにしか見えない！これも日本環境管理基準に照らして、問題であるとこれも日本環境管理基準に照らして、問題であるとこれも日本環境管理基準に照らして、問題であるとこれも日本環境管理基準に照らして、問題であると

指摘する。指摘する。指摘する。指摘する。    

 

○これに関し、具体的に、米側に外柵を緑色などに変更させるほか、例えば、レーダー関

連機材を防音壁やテントで囲み、テント等の色彩を景観になじむ色にするなど、可能な限

り、周辺の景観に溶け込むよう、工夫させることとしています。 

○米側からは､セキュリティ上の観点から目隠しや死角が生じないように求められている

ところですが、防衛省として、可能な限り景観と調和するよう、植栽の方法やあり方など

を含め、地元の具体的な要望を踏まえ、最大限可能な対応をとります。 

 

意見意見意見意見    

    セキュリティ問題として米軍から「求められている」とあるが、事実上の命令であろう。セキュリティ問題として米軍から「求められている」とあるが、事実上の命令であろう。セキュリティ問題として米軍から「求められている」とあるが、事実上の命令であろう。セキュリティ問題として米軍から「求められている」とあるが、事実上の命令であろう。

目隠しや死角が生じないようにとは、現存している松林も伐採することではないか。目隠しや死角が生じないようにとは、現存している松林も伐採することではないか。目隠しや死角が生じないようにとは、現存している松林も伐採することではないか。目隠しや死角が生じないようにとは、現存している松林も伐採することではないか。    

    「最大限可能な対応をとる」と回答しているが、植栽について、具体的に事前に示すの「最大限可能な対応をとる」と回答しているが、植栽について、具体的に事前に示すの「最大限可能な対応をとる」と回答しているが、植栽について、具体的に事前に示すの「最大限可能な対応をとる」と回答しているが、植栽について、具体的に事前に示すの

が、新規建設事業等で周辺住民に対する説明であり、丁寧に要望を反映した結果を事前にが、新規建設事業等で周辺住民に対する説明であり、丁寧に要望を反映した結果を事前にが、新規建設事業等で周辺住民に対する説明であり、丁寧に要望を反映した結果を事前にが、新規建設事業等で周辺住民に対する説明であり、丁寧に要望を反映した結果を事前に

約束するのが一般的常識である。口約束は信じられないし、一般的にも口約束だけで工事約束するのが一般的常識である。口約束は信じられないし、一般的にも口約束だけで工事約束するのが一般的常識である。口約束は信じられないし、一般的にも口約束だけで工事約束するのが一般的常識である。口約束は信じられないし、一般的にも口約束だけで工事

を進めることは許されない！を進めることは許されない！を進めることは許されない！を進めることは許されない！    

 

4 4 4 4 治安問題治安問題治安問題治安問題についてについてについてについて    

＜＜＜＜警戒警戒警戒警戒・・・・警備体制警備体制警備体制警備体制＞＞＞＞    

（（（（1111））））周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域････集落集落集落集落などのなどのなどのなどの住民住民住民住民にににに対対対対するミサイルするミサイルするミサイルするミサイル防衛防衛防衛防衛やテロやテロやテロやテロ対策対策対策対策などのなどのなどのなどの警備警備警備警備。。。。警戒体警戒体警戒体警戒体

制制制制についてについてについてについて、、、、具体的方策具体的方策具体的方策具体的方策をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。またまたまたまた、、、、巡回巡回巡回巡回パトロールをパトロールをパトロールをパトロールを定期的定期的定期的定期的にににに実施実施実施実施されるとされるとされるとされると

のことであるがのことであるがのことであるがのことであるが、、、、班編制班編制班編制班編制やややや頻度頻度頻度頻度はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。    

＜＜＜＜京都府警京都府警京都府警京都府警とのとのとのとの連携連携連携連携＞＞＞＞    

（（（（2222））））警察警察警察警察とのとのとのとの関係関係関係関係においてにおいてにおいてにおいて、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省（（（（自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊））））としてとしてとしてとして、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような対応対応対応対応をををを行行行行

うのかうのかうのかうのか。。。。    

＜＜＜＜連絡会連絡会連絡会連絡会のののの効果効果効果効果＞＞＞＞    

（（（（3333））））国国国国､､､､米軍米軍米軍米軍、、、、関係自治体関係自治体関係自治体関係自治体、、、、警察警察警察警察、、、、地域町内会代表等地域町内会代表等地域町内会代表等地域町内会代表等によってによってによってによって構成構成構成構成されるされるされるされる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故

防止防止防止防止のためののためののためののための連絡会連絡会連絡会連絡会をををを設置設置設置設置するとのことであるがするとのことであるがするとのことであるがするとのことであるが、、、、このこのこのこの連絡会連絡会連絡会連絡会はははは、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような

調整調整調整調整をををを行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。またまたまたまた、、、、どのようなどのようなどのようなどのような効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。    

＜＜＜＜事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故のののの未然防止未然防止未然防止未然防止＞＞＞＞    

（（（（4444））））米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故のののの未然防止策未然防止策未然防止策未然防止策についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。    

＜＜＜＜事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの対応対応対応対応＞＞＞＞    

（（（（5555））））米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合､､､､例例例例えばえばえばえば公務外公務外公務外公務外のののの事件事件事件事件がががが発生発生発生発生したしたしたした場場場場

合合合合はははは、「、「、「、「そのそのそのその示談交渉示談交渉示談交渉示談交渉のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて、、、、随時随時随時随時、、、、現地米軍現地米軍現地米軍現地米軍のののの法務担当者法務担当者法務担当者法務担当者（（（（日本人従業員日本人従業員日本人従業員日本人従業員））））

からからからから聴取聴取聴取聴取するなどしするなどしするなどしするなどし、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ適正適正適正適正なななな補償補償補償補償がなされるようがなされるようがなされるようがなされるよう申申申申しししし入入入入れなどれなどれなどれなど

をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、またまたまたまた、、、、被害者被害者被害者被害者のののの方方方方からからからから賠償請求賠償請求賠償請求賠償請求にににに関関関関するごするごするごするご相談相談相談相談やややや苦情等苦情等苦情等苦情等があればがあればがあればがあれば、、、、そのそのそのその

内容内容内容内容をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、米軍米軍米軍米軍やややや被害者被害者被害者被害者とのとのとのとの間間間間にににに立立立立ってってってって調整調整調整調整をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、当事者間当事者間当事者間当事者間のののの示談示談示談示談がががが円滑円滑円滑円滑にににに

進進進進められるようめられるようめられるようめられるよう､､､､できるできるできるできる限限限限りのりのりのりの支援支援支援支援をををを行行行行っているところっているところっているところっているところ」」」」とととと回答回答回答回答されているがされているがされているがされているが、、、、公務上公務上公務上公務上・・・・

公務外公務外公務外公務外をををを問問問問わずわずわずわず、、、、米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、円滑円滑円滑円滑にににに示談示談示談示談がががが進進進進むよむよむよむよ

うううう、、、、国国国国がががが調整窓口調整窓口調整窓口調整窓口となるべきととなるべきととなるべきととなるべきと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。    

 

 

○防衛省・自衛隊は、平素から、警察機関と緊密に連携・協力しています。 

○さらに、一般の警察力をもっては治安を維持することができない緊急事態が発生し、治

安出動を命ぜられた場合には、自衛隊は治安の維持のために行動し、万全を期します。 

○具体的には、自衛隊の部隊は、治安の維持に当たる警察機関の活動に協力するほか、警

察力の不足の程度に応じて施設等の警護や治安を侵害する勢力の鎮圧に当たります。さら

に、状況に応じて、交通整理や住民の避難・誘導等を行うことも想定されます。 
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○また、巡回パトロールの班編制や頻度については、現在米側で検討中の施設配置、米軍

関係者の規模、その居住場所等を踏まえる必要がありますが、防衛省として、実効性の高

い巡回パトロールを実施します。 

○自衛隊分屯基地や米軍施設・区域の警備だけでなく、周辺地域の治安確保の観点からも､

警察機関との平素からの緊密な連携が重要です。 

 

意見意見意見意見    

    まったく一般的な事例の回答に終始している。この間の説明会や京丹後市と府の質問のまったく一般的な事例の回答に終始している。この間の説明会や京丹後市と府の質問のまったく一般的な事例の回答に終始している。この間の説明会や京丹後市と府の質問のまったく一般的な事例の回答に終始している。この間の説明会や京丹後市と府の質問の

やり取りをどのように認識しているのか。当初の説明内容を繰り返しかつ何の検討の進捗やり取りをどのように認識しているのか。当初の説明内容を繰り返しかつ何の検討の進捗やり取りをどのように認識しているのか。当初の説明内容を繰り返しかつ何の検討の進捗やり取りをどのように認識しているのか。当初の説明内容を繰り返しかつ何の検討の進捗

もない内容を再掲する回答は、回答とも言えない。住民や行政を愚弄するものと指摘せざもない内容を再掲する回答は、回答とも言えない。住民や行政を愚弄するものと指摘せざもない内容を再掲する回答は、回答とも言えない。住民や行政を愚弄するものと指摘せざもない内容を再掲する回答は、回答とも言えない。住民や行政を愚弄するものと指摘せざ

るを得ない。るを得ない。るを得ない。るを得ない。    

    府の質問は、「警戒体制について具体的に示されたい」とあり、パトロールの「班編成府の質問は、「警戒体制について具体的に示されたい」とあり、パトロールの「班編成府の質問は、「警戒体制について具体的に示されたい」とあり、パトロールの「班編成府の質問は、「警戒体制について具体的に示されたい」とあり、パトロールの「班編成

や頻度」を問うている。検討していないのであれば、そのように回答すべきである。検討や頻度」を問うている。検討していないのであれば、そのように回答すべきである。検討や頻度」を問うている。検討していないのであれば、そのように回答すべきである。検討や頻度」を問うている。検討していないのであれば、そのように回答すべきである。検討

しているのであれば、５ヶ月間検討しても回答不能であること自体が怠慢である。しているのであれば、５ヶ月間検討しても回答不能であること自体が怠慢である。しているのであれば、５ヶ月間検討しても回答不能であること自体が怠慢である。しているのであれば、５ヶ月間検討しても回答不能であること自体が怠慢である。    

 

○こうした考え方の下､これまで自衛隊と京都府警では武装工作員等への対処のための訓

練を継続的に行っており、平成15年には陸上自衛隊第3師団と京都府警との間で共同図上訓

練を行うとともに､平成23～25年には共同実動訓練を行ってきたところです。 

 

意見意見意見意見    

    この回答についても、これまでの説明を繰り替えしているのみである。しかも、この訓この回答についても、これまでの説明を繰り替えしているのみである。しかも、この訓この回答についても、これまでの説明を繰り替えしているのみである。しかも、この訓この回答についても、これまでの説明を繰り替えしているのみである。しかも、この訓

練は、現在の航空自衛隊経ケ岬分屯地での共同訓練である。現状でも、攻撃を想定した訓練は、現在の航空自衛隊経ケ岬分屯地での共同訓練である。現状でも、攻撃を想定した訓練は、現在の航空自衛隊経ケ岬分屯地での共同訓練である。現状でも、攻撃を想定した訓練は、現在の航空自衛隊経ケ岬分屯地での共同訓練である。現状でも、攻撃を想定した訓

練を実施している危険性がある回答していることに留意したい。練を実施している危険性がある回答していることに留意したい。練を実施している危険性がある回答していることに留意したい。練を実施している危険性がある回答していることに留意したい。    

    京都府京都府京都府京都府が問うているのは、米軍基地が設置されることによる「危険性」とそのために京が問うているのは、米軍基地が設置されることによる「危険性」とそのために京が問うているのは、米軍基地が設置されることによる「危険性」とそのために京が問うているのは、米軍基地が設置されることによる「危険性」とそのために京

都府警やその他の保安体制の説明を「具体的」に求めている。具体的に明確に回答を求め都府警やその他の保安体制の説明を「具体的」に求めている。具体的に明確に回答を求め都府警やその他の保安体制の説明を「具体的」に求めている。具体的に明確に回答を求め都府警やその他の保安体制の説明を「具体的」に求めている。具体的に明確に回答を求め

る。る。る。る。    

 

○また、このような対応の他、事件・事故の防止に関しては、車力通信所と同様に国、米

軍、関係自治体、警察、地域町内会代表等によって構成される事件・事故防止のための連

絡会の設置や、近畿中部防衛局が地元において設置することを計画している連絡･相談窓口

を通じ、警察をはじめ関係機関に速やかに連絡ができる体制を整備する等、国、米軍、関

係自治体、警察等による緊密な連携体制をとっていきます。その具体的な要領については、

今後京都府を含めた関係機関と協議していきます。また、交番・駐在所の設置等について

は､地元のご意見も踏まえながら､今後、京都府と相談し、連携を図ります。 

○今後設置を予定している国､米軍、関係自治体、警察、地域町内会代表等によって構成さ

れる事件･事故防止のための連絡会の中では、事件・事故の発生時に係る連絡体制に関する

こと、交通安全対策や指導に関すること、通学路の安全確保に関すること、連絡・相談窓

口における活動状況に関することなどのほか、地元の皆様のご要望を踏まえ、情報交換を

行うなど、こうした取り組みにより米軍人等への教育、規律保持に繋がり、ひいては事件・

事故の未然防止に繋がるものと考えています。 

 

意見意見意見意見    

    回答は、これまでのものを繰り替えしているばかりである。検討の進展がない。京都府回答は、これまでのものを繰り替えしているばかりである。検討の進展がない。京都府回答は、これまでのものを繰り替えしているばかりである。検討の進展がない。京都府回答は、これまでのものを繰り替えしているばかりである。検討の進展がない。京都府

は「連絡会は、具体的にどのような調整を行うのか。また、どのような効果が期待できるは「連絡会は、具体的にどのような調整を行うのか。また、どのような効果が期待できるは「連絡会は、具体的にどのような調整を行うのか。また、どのような効果が期待できるは「連絡会は、具体的にどのような調整を行うのか。また、どのような効果が期待できる

のか。」のか。」のか。」のか。」をををを問問問問うているうているうているうている。。。。誠意誠意誠意誠意をもってをもってをもってをもって回答回答回答回答すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

 

○米軍人等による事件・事故の未然防止策としては、米軍人等への規律保持や一人一人に

対する徹底した教育の実施などが考えられます。 

○そうしたことが確実に実行されるよう防衛省としても規律保持や平素からの一人一人に

対する教育の徹底などを米側に申し入れたり、或いは地元警察にもご協力いただきながら、

日本における交通ルールの講習や､雪道における走行等地元の特性に即した自動車運転の

講習等を実施することや、国、米軍、関係自治体、関係機関、地域町内会代表等によって
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構成される事件・事故防止のための連絡会を設け、その中で情報交換を行うなどにより事

件・事故の未然防止に努めます。 

 

意見意見意見意見    

    この回答もこれまでの繰り返しである。検討した形跡も感じられない。在日米軍基地でこの回答もこれまでの繰り返しである。検討した形跡も感じられない。在日米軍基地でこの回答もこれまでの繰り返しである。検討した形跡も感じられない。在日米軍基地でこの回答もこれまでの繰り返しである。検討した形跡も感じられない。在日米軍基地で

繰り返し事繰り返し事繰り返し事繰り返し事件・事故が起こっていることについて、何の認識もないのか。米軍人・軍属の件・事故が起こっていることについて、何の認識もないのか。米軍人・軍属の件・事故が起こっていることについて、何の認識もないのか。米軍人・軍属の件・事故が起こっていることについて、何の認識もないのか。米軍人・軍属の

人数が１６０人程度なので、特に問題ないと「近畿中部防衛局」は認識しているのではな人数が１６０人程度なので、特に問題ないと「近畿中部防衛局」は認識しているのではな人数が１６０人程度なので、特に問題ないと「近畿中部防衛局」は認識しているのではな人数が１６０人程度なので、特に問題ないと「近畿中部防衛局」は認識しているのではな

いか。事件・事故が実際に起きてからでは遅すぎることについて、見解を求める。いか。事件・事故が実際に起きてからでは遅すぎることについて、見解を求める。いか。事件・事故が実際に起きてからでは遅すぎることについて、見解を求める。いか。事件・事故が実際に起きてからでは遅すぎることについて、見解を求める。    

 

○米軍人等による公務上の事故については、日米地位協定第18条5項及び民事特別法の規定

により、防衛省が被害者からの賠償請求を受け、米国政府と協議の上で賠償金額を決定し、

被害者の同意を得て賠償金の支払いを行っています。 

○一方、公務外の事故等については、原則として加害者が賠償責任を負い当事者間の示談

により解決されることとなりますが、示談が困難な場合であって、日米地位協定第18条6項

の適用を受ける場合には、米国政府が慰謝料の額を決定し、被害者の受諾を得た上で支払

いを行っています。 

○なお、公務外の事故等における示談交渉の場合、例えば、交通事故の場合には、米軍に

おいて任意自動車保険の加入を米軍人等に義務付けており、自動車損保会社と被害者との

示談交渉となりますが、交通事故以外の場合でも、米軍人等と被害者が直接交渉するので

はなく、通常、現地米軍の法務担当者（日本人従業員）が米軍人等と被害者の間に立って

示談交渉を進めており、その過程において言葉が通じないといった問題や、基地内居住の

ために交渉が困難といった問題は生じないと思われます。 

○いずれにしましても、防衛省としては、公務上・公務外にかかわらず、現地連絡事務所

等を窓口として、事件・事故が発生した際の初動対応のほか、適正な補償により早期に被

害者が救済されるよう、被害者、現地米軍、法務担当者（日本人従業員）等の関係者との

調整等を行い､米軍と協力しながら円滑に手続を進められるよう、適切に対処します‘ 

 

意見意見意見意見    

    一般的説明一般的説明一般的説明一般的説明の繰り返しであり、私たちの会がすでに問題点を指摘しているし、住民説明の繰り返しであり、私たちの会がすでに問題点を指摘しているし、住民説明の繰り返しであり、私たちの会がすでに問題点を指摘しているし、住民説明の繰り返しであり、私たちの会がすでに問題点を指摘しているし、住民説明

会でも繰り返し疑問や不安が示されている。現に横須賀での殺人事件やその他の裁判でも、会でも繰り返し疑問や不安が示されている。現に横須賀での殺人事件やその他の裁判でも、会でも繰り返し疑問や不安が示されている。現に横須賀での殺人事件やその他の裁判でも、会でも繰り返し疑問や不安が示されている。現に横須賀での殺人事件やその他の裁判でも、

賠償問題や慰謝料の問題での事例は、多く指摘されている。被害者が泣き寝入りせざるを賠償問題や慰謝料の問題での事例は、多く指摘されている。被害者が泣き寝入りせざるを賠償問題や慰謝料の問題での事例は、多く指摘されている。被害者が泣き寝入りせざるを賠償問題や慰謝料の問題での事例は、多く指摘されている。被害者が泣き寝入りせざるを

得ない場合も多々あると聞く。「適正な補償により早期に被害者が救済されるよう」・・得ない場合も多々あると聞く。「適正な補償により早期に被害者が救済されるよう」・・得ない場合も多々あると聞く。「適正な補償により早期に被害者が救済されるよう」・・得ない場合も多々あると聞く。「適正な補償により早期に被害者が救済されるよう」・・

「円滑の手続きを進められるよう、適切に対処」していると、本当に回答できるのか。沖「円滑の手続きを進められるよう、適切に対処」していると、本当に回答できるのか。沖「円滑の手続きを進められるよう、適切に対処」していると、本当に回答できるのか。沖「円滑の手続きを進められるよう、適切に対処」していると、本当に回答できるのか。沖

縄等での被害者の実際を無視しているのではないか、過去の不服事例件数を年次ごとに各縄等での被害者の実際を無視しているのではないか、過去の不服事例件数を年次ごとに各縄等での被害者の実際を無視しているのではないか、過去の不服事例件数を年次ごとに各縄等での被害者の実際を無視しているのではないか、過去の不服事例件数を年次ごとに各

基地ごとに、提示すべきである。合わせて、公基地ごとに、提示すべきである。合わせて、公基地ごとに、提示すべきである。合わせて、公基地ごとに、提示すべきである。合わせて、公務上の場合の年次別基地別の事故発生件数務上の場合の年次別基地別の事故発生件数務上の場合の年次別基地別の事故発生件数務上の場合の年次別基地別の事故発生件数

と事例毎の平均賠償金金額と民間の平均賠償金額を示すことを求める。と事例毎の平均賠償金金額と民間の平均賠償金額を示すことを求める。と事例毎の平均賠償金金額と民間の平均賠償金額を示すことを求める。と事例毎の平均賠償金金額と民間の平均賠償金額を示すことを求める。    

    公務外の場合の事件・事故についても、同様に統計を提示することを求める。公務外の場合の事件・事故についても、同様に統計を提示することを求める。公務外の場合の事件・事故についても、同様に統計を提示することを求める。公務外の場合の事件・事故についても、同様に統計を提示することを求める。    

 

5 5 5 5 地域に対する具体的なメリットについて地域に対する具体的なメリットについて地域に対する具体的なメリットについて地域に対する具体的なメリットについて    

＜＜＜＜道路整備等道路整備等道路整備等道路整備等＞＞＞＞    

（（（（1111）米軍大型車両等が通行し、他の車両とのすれ違いへの支障や歩行者への危険、道）米軍大型車両等が通行し、他の車両とのすれ違いへの支障や歩行者への危険、道）米軍大型車両等が通行し、他の車両とのすれ違いへの支障や歩行者への危険、道）米軍大型車両等が通行し、他の車両とのすれ違いへの支障や歩行者への危険、道

路の損傷等が発生する場合に加え、危機対応のためには半島全体の避難経路の確保が必路の損傷等が発生する場合に加え、危機対応のためには半島全体の避難経路の確保が必路の損傷等が発生する場合に加え、危機対応のためには半島全体の避難経路の確保が必路の損傷等が発生する場合に加え、危機対応のためには半島全体の避難経路の確保が必

要であり、基幹道である国道要であり、基幹道である国道要であり、基幹道である国道要であり、基幹道である国道178178178178号の広域的整備への支援や、国道・府道・市道を問わ号の広域的整備への支援や、国道・府道・市道を問わ号の広域的整備への支援や、国道・府道・市道を問わ号の広域的整備への支援や、国道・府道・市道を問わ

ない対応が行っていただけると理解していない対応が行っていただけると理解していない対応が行っていただけると理解していない対応が行っていただけると理解しているがどうか。るがどうか。るがどうか。るがどうか。    

＜＜＜＜交付金等交付金等交付金等交付金等＞＞＞＞    

（（（（2222）地域に対する具体的なメリットとして、米軍再編特措法に基づく交付金の交付、）地域に対する具体的なメリットとして、米軍再編特措法に基づく交付金の交付、）地域に対する具体的なメリットとして、米軍再編特措法に基づく交付金の交付、）地域に対する具体的なメリットとして、米軍再編特措法に基づく交付金の交付、

周辺環境整備法に基づく助成、施設建設工事等に伴う地元への支出、飲食等に伴う地元周辺環境整備法に基づく助成、施設建設工事等に伴う地元への支出、飲食等に伴う地元周辺環境整備法に基づく助成、施設建設工事等に伴う地元への支出、飲食等に伴う地元周辺環境整備法に基づく助成、施設建設工事等に伴う地元への支出、飲食等に伴う地元

への支出、地元住民の雇用などが挙げられているが、再度、考えを説明されたい。への支出、地元住民の雇用などが挙げられているが、再度、考えを説明されたい。への支出、地元住民の雇用などが挙げられているが、再度、考えを説明されたい。への支出、地元住民の雇用などが挙げられているが、再度、考えを説明されたい。    

 

○地元からの様々な御懸念に対しては、今後、国の機関と京都府や京丹後市等の関係自治

体から構成される連絡会などを通じ、TPY-2レーダー施設の設置に伴う障害の実態及び地元

の具体的な御要望を踏まえ、真摯に対応します。 
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○地域に対する具体的なメリットとしては、次のことが考えられます。 

1．米軍再編特措法に基づく交付金の交付 

○TPY-2レーダーの配備に伴い、地元に発生する新たな負担を踏まえ、米軍再編特措法に基

づく再編交付金の交付については、前向きに対応します。 

○再編交付金については、公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上や産業

の振興に寄与する事業に係る経費に充てることが可能であり、具体的には、 

・医療費助成 

・診療所運営費助成 

・ドクターヘリ運航費助成 

・イベント助成 

・防災訓練助成 

・コミュニティバス運行助成 

・地場特産品開発助成 

等を行うことが可能です。 

○なお、再編交付金の交付額については、面積・人員・装備の増減等を踏まえ、今後決定

することとなります。 

2．周辺環境整備法に基づく助成 

○TPY-2レーダーの配備により、周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認めら

れる場合には､｢防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、国において、

民生安定施設の整備の助成を行います。 

○ 具体的には、 

・米軍車両等が繰り返し通行し、他の車両とのすれ違いへの支障や歩行者への危険、道路

の損傷等が発生する場合 

・米軍基地等の運用により、周辺地域において水不足等の障害が生じた場合 

・TPY-2レーダーの配備により、農地の経営面積が縮小したため、他の地区での耕作を余儀

なくされ、耕作地の分散や移転により、経費や労力が増加するなど事業活動に支障を 

来す場合等については、地方公共団体が行う道路、水道、農業用施設等の整備に対する助

成等を行うことが可能です。 

3．施設建設工事等に伴う地元への支出 

○TPY-2レーダーの配備に当たっては、米軍により、 

・レーダー運用に必要な施設の建設工事 

・当該施設の維持管理工事 

等が行われることが見込まれます。 

○これらの工事を行うに際しては、地元の業者の参加や地元労働者の雇用など、地域経済

の活性化に配慮するよう、米側に対して申入れを行っています。 

4．飲食等に伴う地元への支出 

○経ヶ岬に配置される人員数は、現在、米国において検討中ですが、最大160名程度と聞い

ており、これらの人員が、地元において、 

・飲食等の消費活動 

・通勤等に使用する自動車購入及び修理、レンタカーの使用 

・周辺の観光地やレジャー施設等での消費 

等を行うことが見込まれるところであり、これにより地域経済の活性化に資するものと考

えられます。 

5．地元住民の雇用 

○地元住民を含め、米国人以外の人員を雇用するための条件や基準については、現在、米

側において検討中ですが、 

・米軍施設の維持・管理 

・通訳業務 

など、米国人でなくても行うことが可能な業務については、可能な限り地元住民を雇用す

るよう、米側に申入れを行っています。 

 

意見意見意見意見    

    メリットにかかわる回答のみ、「具体的」であることに、意図メリットにかかわる回答のみ、「具体的」であることに、意図メリットにかかわる回答のみ、「具体的」であることに、意図メリットにかかわる回答のみ、「具体的」であることに、意図すら感じる。具体的なメすら感じる。具体的なメすら感じる。具体的なメすら感じる。具体的なメ
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リットについて、先行事例である車力での配備初年度からの項目別の統計を提示すべきでリットについて、先行事例である車力での配備初年度からの項目別の統計を提示すべきでリットについて、先行事例である車力での配備初年度からの項目別の統計を提示すべきでリットについて、先行事例である車力での配備初年度からの項目別の統計を提示すべきで

ある。「可能性」の問題ではなく、車力の実例を責任ある部署の統計で提示することを求ある。「可能性」の問題ではなく、車力の実例を責任ある部署の統計で提示することを求ある。「可能性」の問題ではなく、車力の実例を責任ある部署の統計で提示することを求ある。「可能性」の問題ではなく、車力の実例を責任ある部署の統計で提示することを求

める。める。める。める。    

    地元住民の雇用についても、車力の実例を具体的に責任ある統計を提示することを求め地元住民の雇用についても、車力の実例を具体的に責任ある統計を提示することを求め地元住民の雇用についても、車力の実例を具体的に責任ある統計を提示することを求め地元住民の雇用についても、車力の実例を具体的に責任ある統計を提示することを求め

る。る。る。る。    

    なお、米軍再編交付金については、時限立法であるため、なお、米軍再編交付金については、時限立法であるため、なお、米軍再編交付金については、時限立法であるため、なお、米軍再編交付金については、時限立法であるため、2017201720172017年で期限となることを指年で期限となることを指年で期限となることを指年で期限となることを指

摘しておく。摘しておく。摘しておく。摘しておく。    

 

6 6 6 6     地域と防衛省の窓口について地域と防衛省の窓口について地域と防衛省の窓口について地域と防衛省の窓口について    

現地に連絡・相談窓口を継続的に設置し、健康や人体に対する影響に関する不安、風評現地に連絡・相談窓口を継続的に設置し、健康や人体に対する影響に関する不安、風評現地に連絡・相談窓口を継続的に設置し、健康や人体に対する影響に関する不安、風評現地に連絡・相談窓口を継続的に設置し、健康や人体に対する影響に関する不安、風評

被害に関する疑問、農林水被害に関する疑問、農林水被害に関する疑問、農林水被害に関する疑問、農林水産物への影響に関する疑問、米軍による事件・事故など治安産物への影響に関する疑問、米軍による事件・事故など治安産物への影響に関する疑問、米軍による事件・事故など治安産物への影響に関する疑問、米軍による事件・事故など治安

等に関する不安など、レーダー配備に伴う地域住民の様々な疑問・不安に対し真筆に対等に関する不安など、レーダー配備に伴う地域住民の様々な疑問・不安に対し真筆に対等に関する不安など、レーダー配備に伴う地域住民の様々な疑問・不安に対し真筆に対等に関する不安など、レーダー配備に伴う地域住民の様々な疑問・不安に対し真筆に対

応していくとのことであるが､再度確認されたい。応していくとのことであるが､再度確認されたい。応していくとのことであるが､再度確認されたい。応していくとのことであるが､再度確認されたい。    

 

○、今後、地域住民の様々な不安に応えるため、現地に近畿中部防衛局による連絡・相談

窓口を設置します。 

○」 当該連絡･相談窓口は、レーダーの配備後、継続的に設置するとともに、必要に応じ

て米軍をはじめとする関係機関への要請・照会を行うことにより、健康や人体に対する影

響に関する不安、風評被害に関する疑問、農林水産物への影響に関する疑問、米軍による

事件・事故など治安等に関する不安など、TPY-2レーダー配備に伴う地域住民の様々な疑

問・不安に対し真筆に対応します。 


